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青森県教育委員会第９００回定例会
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［その他］ 

 

 県教育委員会が取り組む学校教育関連施策の 

 方向性について 

 

資料：これから青森県教育委員会が取り組む学校教育

関連施策の方向性 
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こ
れ
か
ら
青
森
県
教
育
委
員
会
が
取
り
組
む
学
校
教
育
関
連
施
策
の
方
向
性

こ
ど

も
た

ち
の

学
び

を
支

え
る

教
職

員
の

働
き

方
改

革
の

推
進

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 教

職
員

も
笑

顔
で

働
く

こ
と

の
で

き
る

職
場

環
境

を
整

え
ま

す
。

あ
お

も
り

の
未

来
を

つ
く

る
こ

ど
も

た
ち

の
た

め
の

学
校

教
育

改
革

の
推

進
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 こ
ど

も
た

ち
が

笑
顔

で
健

や
か

に
成

長
で

き
る

教
育

環
境

を
整

え
ま

す
。

こ
ど

も
た

ち
の

学
び

の
ア

ッ
プ

デ
ー

ト
こ

ど
も

た
ち

が
地

域
の

中
で

学
び

育
つ

環
境

づ
く

り
こ

ど
も

た
ち

の
安

全
・

安
心

な
居

場
所

づ
く

り

①
探

究
学

習
、グ

ロー
バ

ル
教

育
、S

TE
AM

教
育

等
 学

習
内

容
 

更
 

 
充

実
  

 
タル

教
材

の
導

入
②

デ
ジ

タル
教

材
や

教
育

デ
ー

タの
活

用
に

よ
る

個
別

最
適

な
学

び
の

推
進

③
上

記
①

②
を

支
え

る
IC

T環
境

整
備

④
本

県
独

自
の

少
人

数
学

級
編

制
 

更
 

 
拡

充

①
 

  
 不

登
校

対
策

 
一

層
 

充
実

②
特

別
支

援
学

級
や

通
級

に
よ

る
指

導
へ

の
一

層
の

支
援

③
医

療
的

 
 

児
支

援
 

更
 

 
充

実
④

県
立

学
校

施
設

 
整

備

①
校

務
 

 
 

  
化

（
校

務
支

援
 

 
 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
 

 
活

用
  

効
率

化
 

図
  

 
 ）

②
専

門
ス

タッ
フの

活
用

（
スク

ール
カウ

ンセ
ラー

、ス
クー

ルソ
ーシ

ャル
ワー

カー
、部

活
動

指
導

員
、ス

クー
ルサ

ポー
トス

タッ
フ等

の
活

用
を

推
進

しま
す

。）
③

自
律

的
 

学
校

経
営

や
教

職
員

の
ス

キ
ル

ア
ップ

・授
業

改
善

に
向

け
た

支
援

（
働

き
方

改
革

に
取

り組
む

学
校

に
対

す
る

支
援

、教
職

員
向

け
研

修
会

の
充

実
等

を
強

化
・推

進
しま

す
。）

教
職

員
の

働
き

方
の

ア
ッ

プ
デ

ー
ト

①
「あ

お
も

り創
造

学
  

更
 

 
充

実
②

コミ
ュニ

テ
ィ・

ス
クー

ル
と地

域
学

校
協

働
活

動
の

一
体

的
推

進
③

部
活

動
改

革
 

推
進

（
公

立
中

学
校

 
 

 
 

休
日

 
部

活
動

 
地

域
移

行
等

）

　
働

き
方

改
革

の
目

的
を

学
校

・保
護

者
・地

域
と再

共
有

し、
 「

学
校

・教
師

が
担

う業
務

に
係

る
３

分
類

１
４

項
目

」に
沿

った
対

応
を

推
進

す
る

こと
に

よ
り、

教
職

員
が

こど
も

と向
き

合
う時

間
を十

分
に

確
保

しま
す

。

そ
の
た
め
に
は
、
日
々
こ
ど
も
た
ち
に
接
し
て
い
る
教
職
員
が
笑
顔
で
い
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
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第
１
弾
（
直
ち
に
実
行
す
る
取
組
）

①
 県

立
学

校
へ

の
連

絡
方

法
の

デ
ジ

タ
ル

化

 
⇒

 保
護

者
等

か
ら

の
連

絡
手

段
と

し
て

連
絡

フ
ォ

ー
ム

を

 
 

 活
用

し
ま

す
。

 
 

 電
話

対
応

に
つ

い
て

は
勤

務
時

間
内

を
基

本
と

し
ま

す
。

 
 

（
学

校
の

準
備

が
で

き
次

第
、

保
護

者
等

へ
連

絡
し

ま
す

。
）

 ②
 Ｉ

Ｃ
Ｔ

教
育

サ
ポ

ー
タ

ー
の

県
立

学
校

へ
の

派
遣

 
⇒

 １
人

１
台

の
情

報
端

末
や

各
種

機
器

の
設

定
等

を
支

援
し

ま
す

。

 
 

 ①
の

連
絡

フ
ォ

ー
ム

の
運

用
を

支
援

し
ま

す
。

③
 県

が
行

う
調

査
等

の
見

直
し

 
⇒

 県
及

び
県

教
育

委
員

会
が

独
自

に
行

っ
て

い
る

学
校

に
対

す
る

全
て

の
調

査
等

に
つ

い
て

 
 

 精
選

・
見

直
し

を
図

り
ま

す
。

教
職

員
の

働
き

方
の

ア
ッ

プ
デ

ー
ト

こ
の
ほ
か
、
令
和
６
年
度
予
算
に
お
け
る
取
組
を
第
２
弾
と
し
て
発
表
し
ま
す
。

保
護
者
、
関
係
機
関
の
皆
様
の
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

教
職
員
が
こ
ど
も
と
向
き
合
う
時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
で
き
る
こ
と
か
ら
実
行
し
て
い
き
ま
す
。
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(参
考

)｢
学

校
･教

師
が

担
う

業
務

に
係

る
３

分
類

１
４

項
目

｣に
係

る
青

森
県

教
育

委
員

会
の

対
応

※
分
類
･項
目
は
「
新
し
い
時
代
の
教
育
に
向
け
た
持
続
可
能
な
学
校
指
導
・
運
営
体
制
の
構
築
の
た
め
の
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る
創
造
的
な
方
策
に
つ
い
て
」
（
中
央
教
育
審
議
会
平
成

31
年

1月
25
日
答
申
）
に
よ
る
。

現
時
点
で
の
取
組
の
方
向
性

 
①
登
下
校
に
関
す
る
対
応

②
放
課
後
見
回
り
・
補
導
対
応

◎
保
護
者
等
外
部
と
の
情
報
共
有
や
連
絡
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
し
ま
す
。

③
学
校
徴
収
金
の
徴
収
・
管
理

◎
学
校
徴
収
金
の
口
座
振
替
を
推
進
し
ま
す
。

◎
地
域
と
学
校
の
連
携
強
化
を
支
援
し
ま
す
。

◎
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
情
報
共
有
や
連
絡
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
し
ま
す
。

◎
県
が
独
自
に
行
っ
て
い
る
調
査
等
を
見
直
し
ま
す
。

◎
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
、
調
査
等
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

⑥
児
童
生
徒
の
休
み
時
間
の
対
応
◎
小
学
校
に
お
け
る
休
み
時
間
の
見
守
り
等
へ
の
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

⑦
校
内
清
掃

◎
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
清
掃
業
務
等
へ
の
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

◎
部
活
動
の
任
意
加
入
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
中
学
校
に
対
し
て
周
知
し
て
い
き
ま
す
。

◎
部
活
動
指
導
員
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
公
立
中
学
校
に
お
け
る
休
日
の
部
活
動
の
地
域
移
行
を
推
進
し
ま
す
。

⑨
給
食
時
の
対
応

◎
小
学
校
や
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
給
食
時
の
対
応
へ
の
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

◎
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
サ
ポ
ー
タ
ー
を
県
立
学
校
に
派
遣
し
ま
す
。

◎
各
種
デ
ジ
タ
ル
教
材
の
導
入
を
推
進
し
ま
す
。

⑪
評
価
や
成
績
処
理

◎
評
価
や
成
績
処
理
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

◎
児
童
生
徒
を
運
営
主
体
と
し
た
学
校
行
事
へ
の
移
行
を
推
奨
し
ま
す
。

◎
学
校
行
事
の
準
備
･運
営
へ
の
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
｡

⑬
進
路
指
導

◎
県
立
高
校
生
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
及
び
進
路
実
現
の
支
援
の
た
め
就
職
支
援
員
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

◎
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
等
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

◎
保
護
者
等
外
部
と
の
情
報
共
有
や
連
絡
・
調
整
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
し
ま
す
。

⑭
支
援
が
必
要
な
児
童
生
徒
・
家

庭
へ
の
対
応

基
本
的

に
は
学
校
以
外

が
担
う
べ
き

業
務

⑫
学
校
行
事
の
準
備
・
運
営

教
師
の

業
務
だ
が
、
負

担
軽
減
が
可

能
な
業
務

⑤
調
査
・
統
計
等
へ
の
回
答
等

⑧
部
活
動

学
校
の

業
務
だ
が
、
必

ず
し
も
教
師

が
担
う
必
要
の

な
い
業
務

⑩
授
業
準
備

④
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
絡

調
整
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【
県

学
習

状
況

調
査

と
全

国
学

力
・

学
習

状
況

調
査

の
概

要
】

 
 

【
県

学
習

状
況

調
査

の
目

的
】

 
 

学
習

指
導

要
領

に
お

け
る

各
教

科
の

目
標

や
内

容
の

定
着

状
況

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

学
習

指
導

上

 
の

課
題

を
明

ら
か

に
し

、
各

学
校

の
指

導
改

善
に

活
用

す
る

資
料

を
作

成
し

、
本

県
児

童
生

徒
の

学
力

向

 
上

を
図

る
。

【
全

国
学

力
・

学
習

状
況

調
査

の
目

的
】

 
 

全
国

的
な

児
童

生
徒

の
学

力
や

学
習

状
況

を
把

握
・

分
析

し
、

教
育

施
策

の
成

果
と

課
題

を
検

証
し

、

 
そ

の
改

善
を

図
る

と
と

も
に

、
学

校
に

お
け

る
児

童
生

徒
へ

の
教

育
指

導
の

充
実

や
学

習
状

況
の

改
善

等

 
に

役
立

て
る

。

県
学

習
状

況
調

査
と

全
国

学
力

・
学

習
状

況
調

査
の

機
能

の
集

約
・

統
合

県
学

習
状

況
調

査
全

国
学

力
・

学
習

状
況

調
査

調
査

開
始

平
成

１
５

年
平

成
１

９
年

対
象

県
内

公
立

小
・

中
学

校
の

児
童

生
徒

小
学

校
５

年
生

、
中

学
校

２
年

生
国

・
公

・
私

立
小

・
中

学
校

の
児

童
生

徒
小

学
校

６
年

生
、

中
学

校
３

年
生

教
科

小
学

校
 

（
国

語
・

社
会

・
算

数
・

理
科

）
中

学
校

 
（

国
語

・
社

会
・

数
学

・
理

科
・

英
語

）

小
学

校
（

国
語

・
算

数
）

中
学

校
（

国
語

・
数

学
）

※
中

学
校

は
３

年
ご

と
に

理
科

・
英

語
を

 
実

施
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県
学

習
状

況
調

査
と

全
国

学
力

・
学

習
状

況
調

査
の

機
能

の
集

約
・

統
合

【
見

直
し

の
背

景
】

 
①

個
別

最
適

な
学

び
と

協
働

的
な

学
び

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
た

「
令

和
の

日
本

型
学

校
教

育
」

に

  
  

  
お

け
る

授
業

改
善

が
求

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

及
び

そ
の

た
め

の
授

業
時

間
が

必
要

な
こ

と
。

 
②

全
国

学
力

・
学

習
状

況
調

査
の

デ
ー

タ
が

提
供

さ
れ

有
効

に
活

用
で

き
る

こ
と

。

 
③

教
員

が
自

ら
の

授
業

を
磨

く
た

め
の

時
間

の
確

保
が

必
要

な
こ

と
。

 
④

学
校

や
市

町
村

教
育

委
員

会
の

主
体

性
を

重
視

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
。

◎
 令

和
６

年
度

以
降

、
県

学
習

状
況

調
査

は
実

施
し

ま
せ

ん
。

◎
 本

県
児

童
生

徒
の

学
力

や
学

習
状

況
は

、
全

国
学

力
・

学
習

状
況

調
査

を
活

用
・

分
析

し
て

把
握

 
 し

ま
す

。

◎
 学

力
や

学
習

状
況

の
課

題
に

は
、

教
員

が
活

用
で

き
る

よ
う

な
指

導
例

を
作

成
・

配
布

し
ま

す
。

◎
 県

教
育

委
員

会
が

、
学

校
の

要
請

に
応

じ
て

、
指

導
例

を
活

用
し

た
教

科
指

導
の

充
実

に
向

け
た

 
伴

走
支

援
を

行
い

ま
す

。
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［その他］

職員の懲戒処分の状況について

令和６年１月（１２月１日～１２月３１日分）

青森県教育委員会

事案 ①被 処 分 者 西北地域の県立高等学校 技能職員（４７歳 男性）

②事件の概要等 窃盗

令和４年７月１７日（日）午後４時頃、弘前市内の家電量販店におい

て、ビールジョッキ（２，６８０円相当）を窃取したもの。

③処 分 内 容 停職４月

④処分年月日 令和５年１２月２５日
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